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平成３０年 ３月１４日配 布 日

■同時発表先：岡山県政記者クラブ

岡山市政記者クラブ

「河川協力団体」指定証の伝達式を行います「河川協力団体」指定証の伝達式を行います「河川協力団体」指定証の伝達式を行います「河川協力団体」指定証の伝達式を行います
～パートナーシップの拡充にむけた取組み～

平成２５年度に創設された「河川協力団体」に、岡山河川事務所管内に
おいて、今年度、新たに１団体が河川協力団体に指定されました。
今回の指定により、岡山河川事務所管内の河川協力団体は２団体となり

ます。

岡山河川事務所では、指定証の伝達式を下記日程により行います。

記

開 催 日 時 平成３０年 ３月１６日（金） １０：００～

開 催 場 所 国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所

指 定 団 体 旭川みの広場を愛する会

主な活動内容 旭川河川敷において、地域の人々が河川空間を有効活用で
きるよう、河川敷の除草・清掃を実施し河川環境の保全と
維持管理に努めている。また、イベントの開催等、地域の
人々がふれあえる場を創出している。

「河川協力団体制度」とは「河川協力団体制度」とは「河川協力団体制度」とは「河川協力団体制度」とは

・河川協力団体制度とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関す
る活動を行うNPO等の民間団体を支援するものです。

・河川協力団体に指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律
上位置づけることにより、自発的な活動を促進しようとするものです。

※取材を希望される際は、事前に下記問い合わせまで御連絡ください。

＜問い合わせ先＞
国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所

ＴＥＬ （０８６）２２３－５１８９（河川環境課）
ＦＡＸ （０８６）２２２－７８３５

【担当】
副所長（技術） 下山 茂 （内線205）

しもやま しげる

河川環境課長 大知 寿徳 （内線361）
お お ち ひさのり



旭川みの広場を愛する会

旭川みの広場を愛する会は、旭川河川敷の環境保全と、維持管理に努めるとともに、地域住民の交
流・親睦、さらには健全な身体維持・健康増進を図る等、有効活用することを目的としている団体です。
主な活動として、河川空間を有効活用できるよう、河川敷の除草・清掃を実施するとともに、「こいの

ぼりを楽しむ会」「クリスマスキャンドルの夕べ」などの地域交流イベント等を開催しています。

河川敷の除草・清掃

「こいのぼりを楽しむ会」の開催

「クリスマスキャンドルの夕べ」の開催

平成29年度 河川協力団体指定（旭川水系 岡山河川事務所）
旭川みの広場を愛する会 指定番号第23号

活動場所

●岡山城
●岡山駅

地理院地図利用

活動場所・主な活動内容



「水防法及び河川法の一部を改正する法律」（平成２５年６月12日公布）に
より、河川協力団体制度が創設されました。

河川協力団体制度の概要

■河川協力団体制度とは、どんな制度か。

◆ 河川協力団体制度とは、自発的に河川の
維持、河川環境の保全等に関する活動を
行う民間団体等を支援するものです。

◆ 河川協力団体としての活動を適正かつ確
実に行うことができると認められる法人
等が対象となり、河川管理者に対して申
請を行います。
申請を受けた河川管理者は、適正な審査

のうえ、河川協力団体として指定します。

河川管理者

法人又は団体（ＮＰＯ等）

自発的な
河川維持等の活動

指定 申請

河川法 第５８条の８ （河川協力団体の指定）
第５８条の９ （河川協力団体の業務）

第５８条の１１ （監督等）

第５８条の１２ （情報の提供等）

第５８条の１０ （河川協力団体の河川管理者による援助への協力）

第５８条の１３ （河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例）

参考

第５８条の９河川法 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川
について、次に掲げる業務を行うものとする。



■河川協力団体に指定されると、どんなことが変わるの

◆許認可等の簡素化
河川協力団体が活動するために必要となる河川法上の許可等について、河川管理者との協議の

成立をもって足りることとなります。

第５８条の１３

河川協力団体が第５８条の９各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第２０
条、第２４条、第２５条後段、第２６条第１項、第２７条第１項及び第３４条第１項（第２４条及び第２５条後段
の許可に係る部分に限る。）の規定の適用については、河川協力団体と河川管理者との協議が成立するこ
とをもって、これらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

河川法 （河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例）

・工事等の実施の承認（法第２０条） ・土地の占用の許可（法第２４条）

・土石以外の河川産出物の許可（法第２５条後段）

・工作物の新築等の許可（法第２６条第１項） ・土地の掘削等の許可（法第２７条第１項）

・権利の譲渡の承認（法第３４条第１項（第２４条及び第２５条後段の許可に係る部分に限る。））

※ 河川管理者から河川管理施設の維持、除草等の委託を受けることも可能となります。
委託先については、公募等の適正な手続きを経て選択を行う予定です。

（地方公共団体等への委託）第９９条

河川管理者は、特に必要があると認めるときは、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する
河川の管理に属する事項を関係地方公共団体又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者
として国土交通省令で定める要件に該当するもの（次項において「地方公共団体等」という。）に委託することができる。

河川法

【現行】 【法改正後】
拡大

地方公共団体にのみ
委託可能

国土交通省令で定める要件に該当するもの
に委託可能


